
上代の土蜘蛛

一
、
は
じ
め
に

つ
ち
ぐ
も

記
紀
・
風
土
記
に
、
「
土
蜘
蛛
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
登
場
す
る
。
こ

の
土
蜘
蛛
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
日
本
書
紀
』
は
「
大
和
朝

廷
に
従
わ
な
か
っ
た
地
方
の
首
長
を
、
朝
廷
が
エ
ミ
シ
の
語
に
蝦
夷
・
蝦

嬢
と
い
う
字
を
適
用
し
た
の
と
同
じ
思
想
か
ら
賎
ん
で
呼
称
し
た
も
の
」

と
す
る
。
ま
た
、
辞
典
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

・
神
話
伝
説
で
、
大
和
政
権
に
服
従
し
な
か
っ
た
と
い
う
辺
境
の
民
の

蔑

称

。

合

広

辞

苑

』

第

六

版

）

・
古
代
、
中
央
政
府
の
威
徳
に
服
し
な
い
土
着
の
人
々
を
、
蔑
視
し
て

呼
ん
だ
称
。
穴
居
し
て
、
性
凶
暴
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
「
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）

・
中
央
の
勢
力
に
対
す
る
土
着
の
集
団
を
異
類
視
し
て
表
現
し
た
語
。

一
定
の
部
族
名
で
は
な
い
。
穴
居
の
生
活
を
い
と
な
み
、
未
開
の
人

種
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
（
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
」
）

以
上
の
通
説
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
中
央
政
府
に
服
従
し
な
い
土
蜘
蛛
の

例
は
多
い
が
、
一
方
で
中
央
政
府
に
奉
仕
す
る
土
蜘
蛛
も
み
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
肥
前
国
風
土
記
彼
杵
郡
周
賀
郷
の
条
で
は
、
神
功
皇
后
の
行
幸
の

上
代
の
土
蜘
蛛

ｌ
そ
の
宗
教
性
を
中
心
に
Ｉ

折
、
そ
の
従
者
を
土
蜘
蛛
が
救
っ
た
と
す
る
。
豊
後
国
風
土
記
大
野
郡
の

条
に
も
、
行
幸
中
の
天
皇
に
御
膳
を
献
上
す
る
土
蜘
蛛
が
登
場
す
る
。

ま
た
、
祭
祀
の
方
法
を
知
っ
て
い
る
土
蜘
蛛
も
い
る
。
肥
前
国
風
土
記

佐
嘉
郡
佐
嘉
川
の
条
で
は
、
女
性
の
土
蜘
蛛
が
荒
ぶ
る
神
の
祭
り
方
を
県

さ
か
し
め

主
の
祖
に
伝
え
た
こ
と
で
「
賢
女
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
日
向

国
風
土
記
逸
文
の
土
蜘
蛛
は
、
天
孫
の
ニ
ニ
ギ
が
地
上
に
降
臨
し
た
時
、

天
孫
に
稲
籾
を
投
げ
散
ら
す
よ
う
助
言
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
太
陽
と
月
が

輝
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
土
蜘
蛛
は
、
性
凶
暴
と
も
未
開
の
人
種
と
も

言
い
難
い
。
特
に
、
記
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
に
対
応
す
る
伝
承
で
、
祭
祀

の
方
法
を
皇
祖
神
に
伝
え
た
日
向
国
風
土
記
逸
文
の
土
蜘
蛛
に
は
神
聖
性

が窺える。

こ
の
よ
う
に
、
政
府
に
従
わ
な
か
っ
た
未
開
の
人
々
を
指
す
蔑
称
と
す

る
通
説
は
、
全
て
の
土
蜘
蛛
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
土
蜘
蛛

が
地
方
の
首
長
や
土
着
の
人
々
全
般
を
指
す
語
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、

こ
れ
も
十
分
な
説
明
と
は
い
え
な
い
。
地
方
の
首
長
を
意
味
す
る
言
葉
と

し
て
は
、
他
に
ヒ
ト
ゴ
ノ
カ
ミ
（
首
渠
・
魁
帥
・
尊
長
な
ど
）
が
あ
り
、

土
着
の
人
々
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
は
ク
ニ
ヒ
ト
（
土
人
）
が
あ
る
。

ど
ち
ら
も
土
蜘
蛛
同
様
に
天
皇
の
巡
幸
伝
承
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
士

山
崎
か
お
り
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上代の土蜘蛛

蜘
蛛
の
描
写
に
は
一
定
の
表
現
の
型
が
み
ら
れ
、
ヒ
ト
ゴ
ノ
カ
ミ
や
ク
ニ

ヒ
ト
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
、
複
数
の
土
蜘
蛛
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、

そ
の
宗
教
性
で
あ
る
。
す
で
に
複
数
の
論
考
に
お
い
て
、
土
蜘
蛛
の
中
に

祭
祀
を
行
う
者
が
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
呉
哲
男
は
、
神
武
紀

の
土
蜘
蛛
の
名
に
「
祝
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
や
、
肥
前
国
風
土
記
佐
嘉
郡

佐
嘉
川
の
条
を
ふ
ま
え
、
土
蜘
蛛
に
巫
祝
的
要
素
と
首
長
的
要
素
の
相
互

（１）

関
係
が
窺
え
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
吉
田
修
作
も
、
肥
前
国
風
土
記
佐
嘉

郡
佐
嘉
川
の
条
や
、
彼
杵
郡
速
来
村
の
条
で
玉
を
天
皇
に
献
上
す
る
土
蜘

蛛
、
名
に
「
祝
」
や
「
耳
」
が
含
ま
れ
る
土
蜘
蛛
に
注
目
し
、
土
蜘
蛛
の

（２）

中
に
宗
教
性
が
み
ら
れ
る
者
が
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
土
蜘

蛛
の
宗
教
性
は
、
土
蜘
蛛
の
本
質
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

土
蜘
蛛
に
多
く
の
女
性
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と

は
、
土
蜘
蛛
と
ヒ
メ
ヒ
コ
制
（
宗
教
的
な
男
女
二
重
王
権
）
が
結
び
つ
く

こ
と
と
関
係
す
る
。
本
稿
で
は
、
上
代
の
土
蜘
蛛
伝
承
の
中
で
、
特
に
宗

教
性
が
み
ら
れ
る
も
の
に
注
目
し
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
、
上
代
の
土
蜘
蛛
の
特
徴

ま
ず
こ
こ
で
、
上
代
の
土
蜘
蛛
伝
承
を
ま
と
め
る
。
土
蜘
蛛
が
登
場
す

る
文
献
は
、
記
紀
と
、
常
陸
国
風
土
記
・
豊
後
国
風
土
記
・
肥
前
国
風
土

記
、
風
土
記
逸
文
（
摂
津
国
、
陸
奥
国
、
越
後
国
、
肥
後
国
、
日
向
国
）

で
あ
り
、
全
部
で
三
十
一
の
記
事
が
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
す
べ
て
の

伝
承
を
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
を
表
に
ま
と
め
た

も
の
を
掲
載
す
る
。

-１０２-

１１ 1０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

豊
後
風

豊
後
風

豊
後
風
豊後風

常陸風
常陸風

神
功
皇
后

摂
政
前
紀

景
行
紀

十八年六

月 景
行
紀

十
二
年
十

月 神
武
即
位

前
紀
己
未

年
二
月

神
武
記

出典

直入郡蹴石野

直
入
郡
祢
疑
野

日
田
郡
五
馬
山

日田郡石井郷

久
慈
郡
薩
都
里

茨城郡
〈筑後国〉山

門県 《肥前国〉玉

杵名邑
〈
豊
後
国
〉
碩

田
国
の
速
見

邑
、
直
入
県

の祢疑野

邑岬見の
県
の
波

岬
、
和

坂下、
の
長
柄

、
高
尾

（葛城）

〈大和国〉

富
県
の
波

丘
岬
、
和

張丘臓璃吟層

〈大和国〉忍

坂の大室

地域

打
媛
・
八
田
・

国摩侶
五馬媛

土雲 （
国
巣
、
都
知

久
母
、
夜
都
賀

波岐、佐伯）

田油津媛・夏羽

津頬 青・白、打媛・

八
田
・
国
摩
侶

新
城

勢祝
戸畔、
、猪祝
居

八十建
土蜘蛛名

五馬山にいる。

石
を
使
わ
ず
土
で
築

いた塗に住む。

国
栖
の
名
が
「
土

雲
１

住 な めの母表
記
は

」。狼
情
、
鼠

盗む。
る
。
土

む。

「
都
知
久

狼
の
性
、
巣

鼠
に
窺
ひ
掠

風俗が異

窟
穴
に

鼠の石窟、石室に住

む
。
力
が
強
く
仲
間

が
多
い
。
皇
命
に
従

わ
な
い
。
有
効
な
武

器は海石榴樹の椎。

力
が
強
く
従
わ
な

い
。
身
体
が
短
く
手

足
が
長
い
。
珠
儒
と

似ている。

表記は「土雲」。大

室
（
大
室
屋
）
に
い

る
。
尾
が
生
え
て
い

る。「待ちいなる」。

土
蜘
蛛
の
特
徴

景行天皇が伐とうと

してウケヒを行う。

３に対応。

景
行
天
皇
が
伐
と
う

とする。３に対応。

兎
上
命
に
詠
殺
さ
れ

る。 大臣（多臣）の黒坂

命に諌殺される。

皇
后
軍
に
田
油
津
媛

が
誹
殺
さ
れ
、
兄
の

夏羽は逃亡する。

景
行
天
皇
軍
が
詳
殺

する。
景
行
天
皇
軍
が
詠
殺

す
る
。
打
媛
は
服
従

の
意
志
を
見
せ
る

が
赦
さ
れ
ず
自
殺
す

る 神
武
天
皇
軍
が
諜
殺

する。
神
武
天
皇
軍
が
、
饗

を
土
蜘
蛛
に
与
え
る

と
だ
ま
し
、
土
蜘
蛛

を株殺する。

伝
承
の
内
容
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前
出
の
伝
承
と
内
容
が
重
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
伝
承
の
内
容
」
に

「
～
に
対
応
」
と
す
る
。
以
下
、
土
蜘
蛛
伝
承
に
触
れ
る
際
は
、
こ
の
表

の
番
号
を
示
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
く
。

ま
ず
、
天
皇
や
朝
廷
側
か
ら
誹
殺
さ
れ
た
土
蜘
蛛
の
例
を
確
認
す
る
。

表
で
は
、
１
～
６
、
Ｂ
、
咽
、
焔
、
肥
～
別
、
肋
、
妬
、
躯
、
釦
の
計
十

六
の
記
事
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
加
え
て
、
７
で
土
蜘
蛛
を
詠
殺
し
た
兎

上
命
を
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
『
日
本
書
紀
』
に
従
い
海
上
国
造
の
同
族
と
す
れ
ば
、
７
も
朝
廷
の
詠

殺
の
類
と
み
な
せ
る
。
ま
た
、
詳
殺
を
明
示
し
な
い
が
土
蜘
蛛
が
討
伐
の

対
象
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
岨
～
ｕ
で
あ
る
。
さ
ら
に
別
・
羽
は
、
誰

殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
が
命
乞
い
を
し
て
許
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
多
く
の
土
蜘
蛛
は
天
皇
（
朝
廷
側
）
か
ら
詠
殺
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ

た
。
こ
れ
以
外
で
は
、
天
皇
（
皇
祖
神
）
・
朝
廷
の
征
伐
や
巡
行
の
伝
承

-１０３-

2６ 2５ 2４ 2３ 2２ 2１ 2０ 1９ 1８ １７ 1６ 1５ 1４ １３ 1２

肥前風
肥前風

肥前風
肥前風
肥前風

肥前風
肥前風

肥前風
肥
前
風

肥前風
肥前風

豊後風
豊後風

豊後風
豊後風

彼杵郡周賀郷

彼杵郡浮穴郷

彼杵郡速来村

藤津郡能美郷

杵嶋郡嬢子山

松浦郡値嘉郷

松浦郡大家鴫

松
浦

書
里

小城郡
佐嘉郡佐嘉川

総
記
（
肥
後

国
益
城
郡
朝

来名峰）
野直部速
ー

見
郡
（
海

郡
宮
浦
／

入
郡
祢
疑

大野郡網磯野

大
野
郡
海
石

榴
市
・
血
田

直入郡宮処野
欝
比
表
麻
呂

浮
穴
沫
媛

速
来
津
姫
、
健

津三間ぺ箆簗）

大
白
・
中
白
・

少白 八十女
大
耳
・
垂
耳

大身 海松樋媛

大
山
田
女
・
狭

山田女
打猴・頚猴

青、白／打媛．

八田・国摩侶

竹 小
鹿 竹
臣鹿
奥・小

皇命に逆らう。

球
磨
噌
喉
（
熊
襲
）

とは区別される。

壜
に
住
み
、
天
皇
に

服従しない。

皇命に逆らう。

蝮
の
見
本
を
作
っ

天
皇
に
献
上
す
る

◎

て

皇命ない｡ に
逆
ら
い
従
わ

塁
に
住
み
、
皇
命
に

従わない。

蕊
る神へ

を知っ
の祭祀の

ている。

百
八
十
人
以
上
の
部

下
が
い
る
。
皇
命
に

逆らい服従しない。

鼠
の
磐
窟
に
住
む
。

強
暴
で
仲
間
が
多

い・朝廷に反抗的。

狩人の声が大きい。

鼠
の
石
窟
に
住
む
。

退
治
の
武
器
は
海
石

榴樹の椎。

神
功
皇
后
の
新
羅
征

伐
の
際
、
陪
従
の
難

破船を救助する。

諌殺される。

姉
は
弟
が
美
し
い
玉

を
持
つ
こ
と
を
朝
廷

に
伝
え
、
弟
は
玉
を

天皇に献上する。

詠
殺
さ
れ
そ
う
に
な

り、命乞いをする。

誹殺される。

誹
殺
さ
れ
そ
う
に
な

る
が
命
乞
い
し
て
許

される。
景
行
天
皇
に
誹
殺
さ

れ
る
。
後
に
こ
の
地

に白水郎が住む。

景
行
天
皇
に
誹
殺
さ

れる。
抵
抗
し
て
日
本
武
尊

に誹殺される。

県王の祖

の方誼法を
伝に
受 神
の祭祀

する。

崇
神
天
皇
の
時
、
朝

廷
が
健
緒
組
を
遣
わ

して滅ぼす。

景
行
天
皇
の
討
伐
、

詠殺。３に対応。

職
蛛が景行天皇に

の用意をする。

景
行
天
皇
が
誹
殺
す

る。３に対応。

景行天皇が伐とうと

して仮宮を建てる。

３１ 3０ 2９ 2８ 2７
日向風

肥後風
越後風

陸奥風
摂津風

臼杵郡知鋪郷

益城郡朝来名峰

白川郡八槻郷
大鉋・小鉗

打
猴
・
頚
猴

（八掬脛）

黒鷲、神衣媛、

草
野
灰
、
保
々

吉
灰
、
阿
邪
永

那媛、拷猪、神

石萱、狭礒名

太
陽
と
月
を
輝
か
せ

る
祭
祀
の
方
法
を

知っている。

皇
命
に
逆
ら
い
従
わ

な
い
。
百
八
十
人
以

上の部下がいる。

表
記
は
「
土
雲
」
。

力
が
強
い
。
一
族
が

多い。
表記は「土知朱」。

石
室
に
住
む
。
皇
命

に
逆
ら
う
。
蝦
夷
に

救援を求める。

表
記
は
「
土
蛛
」
。

常
に
穴
の
中
に
い

る。土蜘蛛は賎称。
瓊々
杵尊に稲を撒く

ことで天が明るくな

ることを伝える。

崇
神
天
皇
の
時
、
朝

廷
が
健
緒
組
を
遣
わ

し
て
滅
ぼ
す
。
略
に

対応。
八
掬
脛
は
土
蜘
蛛
の

後商である。

詠殺される。
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に
お
い
て
語
ら
れ
る
土
蜘
蛛
が
Ⅲ
、
別
、
恥
、
瓠
に
登
場
し
て
い
て
、
皆

恭
順
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
県
主
の
祖
に
神
の
祭
祀
法
を
伝
受
す
る
Ⅳ

の
土
蜘
蛛
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
広
い
意
味
で
朝
廷
へ
の
協
力
者
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
土
蜘
蛛
と
は
基
本
的
に
、
天
皇
や
朝
廷
の
征
伐
・
巡
幸
の

伝
承
に
登
場
し
、
詠
殺
さ
れ
る
か
恭
順
の
姿
勢
を
み
せ
る
土
着
の
人
々
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
性
格
を
お
さ
え
た
上
で
、
そ
れ
以
外
の
特
徴
に

つ
い
て
も
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
、
土
蜘
蛛
が
朝
廷
側
か
ら
蔑
視
さ
れ
る

こ
と
に
触
れ
て
お
く
。
例
え
ば
６
の
伝
承
で
は
、
土
蜘
蛛
は
穴
に
住
み
、

動
物
の
よ
う
な
性
質
や
心
情
を
持
っ
て
い
て
「
風
俗
」
が
隔
た
っ
て
い
る

つ
ち
ぐ
も

と
す
る
。
ま
た
師
は
、
注
の
部
分
で
「
賎
し
き
号
を
賜
ひ
て
土
蛛
と
日

つ
ち
ぐ
も

ふ
」
、
つ
ま
り
土
蛛
が
賤
称
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
以
外
で
も
、
土
蜘
蛛

が
天
皇
の
詐
殺
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
蔑
視
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
窺
え
、

こ
れ
が
通
説
に
お
い
て
土
蜘
蛛
を
蔑
称
と
す
る
所
以
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

土
蜘
蛛
が
必
ず
し
も
蔑
視
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
土
蜘
蛛
は
集
団
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
１
で
は
「
土
雲
の
八
十

建
」
と
し
て
、
同
じ
場
面
の
歌
謡
に
も
「
人
多
に
来
入
り
居
り
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
土
蜘
蛛
が
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

巧
で
は
土
蜘
蛛
に
「
衆
類
も
亦
多
に
あ
り
」
と
さ
れ
、
焔
と
別
で
は
百
八

十
人
以
上
の
部
下
が
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
躯
で
土
蜘
蛛
の
名
が

「
八
十
女
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
女
性
の
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
。
そ
の
他
の
伝
承
で
も
、
土
蜘
蛛
の
名
が
複
数
記
載
さ
れ
、
集

団
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
、
土
蜘
蛛
が
穴
居
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

ま
ず
１
の
伝
承
に
お
い
て
、
士
蜘
蛛
の
い
る
場
所
は
「
大
室
」
で
あ
る
。

他
の
伝
承
で
も
類
似
表
現
が
あ
り
、
３
．
焔
の
「
石
窟
」
、
３
の
「
石
室
」
、

６
の
「
土
窟
」
と
「
穴
」
、
８
．
肥
・
羽
の
「
屋
」
、
略
の
「
磐
窟
」
と
い

う
場
所
が
土
蜘
蛛
の
住
処
と
さ
れ
る
。
特
に
６
の
伝
承
で
は
、
土
蜘
蛛
は

土
窟
を
掘
っ
て
穴
に
住
み
、
動
物
の
よ
う
な
性
格
や
心
を
持
っ
て
い
る
と

文
章
が
続
く
の
で
、
こ
の
穴
居
は
一
般
に
は
土
蜘
蛛
の
未
開
性
を
示
す
特

徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
土
蜘
蛛
の
一
般
と
異
な
る
身
体
的
特
徴
を
ま
と
め
る
。
ま
ず
、

１
で
は
土
蜘
蛛
に
尾
が
生
え
て
い
る
と
す
る
。
２
で
は
、
力
が
強
く
、
身

体
が
短
く
て
手
足
が
長
く
、
株
儒
と
似
て
い
る
と
す
る
。
羽
で
は
、
力
が

あ
り
非
常
に
強
い
と
す
る
。
ま
た
、
土
蜘
蛛
の
名
に
身
体
的
特
徴
が
窺
え

く
ず

つ

ち

く

も

や

る
も
の
が
あ
る
。
６
で
は
、
国
巣
を
土
地
の
言
葉
で
都
知
久
母
ま
た
は
夜

つ
か
は
ぎ

都
賀
波
岐
と
い
う
と
す
る
が
、
こ
の
ヤ
ッ
カ
ハ
ギ
と
は
、
羽
で
土
蜘
蛛
の

や
つ
か
は
ぎ

後
喬
と
さ
れ
る
、
脛
の
長
さ
が
八
束
の
八
掬
脛
と
同
じ
で
、
脚
が
長
い
と

い
う
身
体
的
特
徴
を
示
す
。
そ
の
他
、
別
の
大
身
、
皿
の
大
耳
・
垂
耳
と

い
う
土
蜘
蛛
の
固
有
名
に
も
、
そ
の
身
体
的
特
徴
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
土
蜘
蛛
が
動
物
に
書
え
ら
れ
て
い
る
例
を
確
認
す
る
。
３
と
田

お
ほ
か
み
さ
が

の
土
蜘
蛛
の
住
処
は
「
鼠
の
石
窟
」
と
さ
れ
、
６
で
は
「
狼
の
性
、

ふ
く
ろ
ふ
こ
こ
ろ

ひ
そ
か
う
か
が

臭
の
情
に
し
て
、
鼠
に
窺
ひ
」
と
し
て
お
り
、
土
蜘
蛛
が
鼠
・

狼
・
臭
に
書
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
１
の
土
蜘
蛛
の

行
動
「
い
な
る
」
を
、
獣
が
怒
っ
て
吠
え
る
意
の
ウ
ナ
ル
と
同
じ
と
す
る

説
（
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
）
に
従
え
ば
、
や
は
り
何
ら
か
の
動
物
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
、
土
蜘
蛛
の
名
に
、
２
の

猪
祝
、
３
．
ｍ
・
焔
の
打
援
、
９
の
五
馬
媛
、
Ⅲ
の
小
竹
鹿
奥
・
小
竹
鹿

臣
、
略
・
別
の
打
猴
・
頚
猴
、
邪
の
黒
鷲
・
拷
猪
と
い
う
よ
う
に
、
猪
・

媛
（
猴
）
・
馬
・
鹿
・
鷲
と
い
う
字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
土
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蜘
蛛
が
動
物
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の

名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
蜘
蛛
に
は
虫
の
蜘
蛛
ら
し
い
特
徴
が
殆
ど
な

い
。
唯
一
、
身
体
が
短
く
手
足
が
長
い
と
い
う
描
写
が
虫
の
蜘
蛛
と
一
致

す
る
が
、
土
蜘
蛛
の
造
形
の
比
嶮
と
し
て
は
む
し
ろ
哺
乳
類
と
鳥
類
が
用

つ
ち
く
も

つ

ち

く

も

い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
部
の
土
蜘
蛛
が
「
土
雲
」
や
「
都
知
久
母
」
と

表
記
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
土
蜘
蛛
の
元
々
の
語
義
が
蜘
蛛
と
無
関
係

（３）

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
も
関
わ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
土
蜘
蛛
の
表
記
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
。
用
例
数
と
し
て
は

圧
倒
的
に
「
土
蜘
蛛
」
が
多
い
が
、
こ
の
表
記
を
と
る
の
は
日
本
書
紀
と
、

日
本
書
紀
と
密
接
な
影
響
関
係
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
九
州

甲
類
風
土
記
（
表
中
で
は
、
豊
後
国
・
肥
前
国
・
肥
後
国
・
日
向
国
の
風

土
記
）
に
限
ら
れ
る
。
実
際
、
肥
前
国
風
土
記
の
皿
．
Ⅱ
。
Ｂ
・
賜
は
、

日
本
書
紀
の
３
と
内
容
が
重
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
「
土
蜘
蛛
」
と
い

う
表
記
は
日
本
書
紀
も
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
資
料
に
基
づ
く
可
能
性
が

高
い
。
ま
た
、
１
の
古
事
記
で
は
「
土
雲
」
の
表
記
を
と
る
が
、
こ
れ
に

一
致
す
る
の
が
常
陸
国
風
土
記
の
７
の
記
事
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
７

く
ず

で
は
国
栖
の
名
を
土
雲
と
し
て
い
て
、
土
蜘
蛛
と
国
栖
に
混
同
が
み
ら
れ

く
ず

つ
ち
く

る
。
同
様
に
常
陸
国
風
土
記
の
６
で
は
、
国
巣
を
土
地
の
言
葉
で
都
知
久

も

や
つ
か
は
ぎ

さ
へ
き

母
ま
た
は
夜
都
賀
波
岐
と
い
い
、
こ
れ
が
佐
伯
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
古

事
記
で
は
、
朝
廷
に
逆
ら
わ
な
い
吉
野
の
ク
ニ
ス
・
ク
ズ
（
国
巣
・
国
く
ず

主
）
と
土
蜘
蛛
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
に
、
常
陸
国
風
土
記
で
は
国
栖

く
ず

つ

ち

く

（
国
巣
）
と
土
蜘
蛛
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
常
陸
国
風
土
記
で
都
知
久

も母
は
土
地
の
言
葉
と
さ
れ
る
が
、
元
々
は
朝
廷
に
反
抗
的
な
人
々
を
指
す

ツ
チ
ク
モ
と
い
う
言
葉
が
中
央
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
、
他
の
異
族

的
集
団
と
混
同
さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
蜘
蛛
ら
し
い
特

徴
が
殆
ど
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
廷
か
ら
詐
殺
さ
れ
る
人
々
が
各
地

で
土
蜘
蛛
と
呼
ば
れ
る
の
も
、
同
様
の
経
緯
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
土
蜘
蛛
が
、
天
皇
や
朝
廷
の
征
伐
・
巡
幸
の
伝
承
に
登
場
し
、

誹
殺
さ
れ
る
か
恭
順
の
姿
勢
を
み
せ
る
土
着
の
人
々
と
い
う
基
本
的
性
格

を
持
つ
他
、
集
団
で
あ
る
、
穴
居
し
て
い
る
、
身
体
的
特
徴
が
あ
る
、
動

物
に
管
え
ら
れ
る
と
い
う
、
一
定
の
型
で
描
写
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

さ
ら
に
、
土
蜘
蛛
は
そ
の
名
に
「
白
」
「
青
」
と
い
う
色
名
を
含
ん
だ
り
、

「
女
」
「
媛
」
を
含
む
名
の
女
性
で
あ
っ
た
り
す
る
。
以
上
の
特
徴
の
中
か

ら
、
土
蜘
蛛
の
宗
教
性
が
窺
え
る
の
で
、
次
節
で
検
討
し
て
い
く
。

ち
な
み
に
土
蜘
蛛
に
つ
い
て
は
、
狩
猟
、
漁
携
な
ど
の
先
史
時
代
的
生

（

４

）

（

５

）

活
に
留
ま
っ
た
人
々
と
す
る
見
方
や
、
漁
携
民
と
す
る
見
方
、
皇
都
か
ら

（６）

（７）

み
て
異
境
の
山
や
海
の
民
と
す
る
見
方
、
農
耕
的
呪
術
者
と
す
る
見
方
も

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
部
の
土
蜘
蛛
伝
承
に
該
当
す
る
も
の
で
、

す
べ
て
の
伝
承
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

本
節
で
は
ま
ず
、
土
蜘
蛛
の
宗
教
性
や
巫
祝
性
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
例

と
し
て
、
前
節
の
表
で
は
Ⅳ
に
相
当
す
る
、
肥
前
国
風
土
記
佐
嘉
郡
佐
嘉

川
の
伝
承
を
紹
介
す
る
。

此
の
川
上
に
荒
ぶ
る
神
あ
り
て
、
往
来
の
人
、
半
を
生
か
し
、
半
を

お
ほ
あ
ら
た

殺
し
き
。
こ
こ
に
、
県
主
等
の
柤
大
荒
田
占
問
ひ
き
。
時
に
、
土
蜘

お
ほ
や
ま
だ
め
さ
や
ま
だ
め

蝿
、
大
山
田
女
・
狭
山
田
女
と
い
ふ
も
の
あ
り
、
二
の
女
子
の
云
ひ

し
ぐ
、
「
下
田
の
村
の
土
を
取
り
て
、
人
形
・
馬
形
を
作
り
て
、
此

や
は
ら

の
神
を
祭
祀
ら
ば
、
必
ず
応
和
ぎ
な
む
」
と
い
ひ
き
。
大
荒
田
、
即

◇つ

ち
其
の
辞
の
随
に
、
此
の
神
を
祭
る
に
、
神
、
此
の
祭
を
散
け
て
、

三
、
土
蜘
蛛
の
宗
教
性

-１０５-



上代の土蜘蛛

遂
に
応
和
ぎ
き
。
こ
こ
に
、
大
荒
田
い
ひ
し
ぐ
「
此
の
婦
は
、
如
是
、

ま
こ
と
さ
か
し
め

実
に
賢
女
な
り
。
故
、
賢
女
を
以
ち
て
、
国
の
名
と
為
む
と
欲
ふ
」

と
い
ひ
き
。
因
り
て
賢
女
の
郡
と
い
ひ
き
。

こ
こ
で
は
、
女
性
の
土
蜘
蛛
二
人
が
川
上
の
荒
ぶ
る
神
の
祭
祀
法
を
県
主

に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
、
既
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
、
祭
祀
を

（８）

行
う
巫
女
的
な
土
蜘
蛛
の
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
お

け
る
「
下
田
の
村
の
土
を
取
り
て
」
云
々
は
、
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
九

あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

月
五
日
条
で
、
天
つ
神
が
天
皇
の
夢
に
現
れ
、
天
香
山
の
社
の
土
を

採
っ
て
祭
祀
土
器
を
造
り
天
神
地
祇
を
祭
れ
ば
、
敵
は
自
然
に
帰
服
す
る

と
助
言
し
た
の
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
土
で
人
形
・
馬
形
を
作
っ
て
神
を

祭
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
風
土
記
」
が
「
人
民
と

馬
を
神
に
献
ず
る
意
の
祭
儀
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
皇
極
紀
元
年
七
月
二
十

は
ふ
り
べ

五
日
条
で
「
村
村
の
祝
部
の
所
教
の
随
に
、
或
い
は
牛
馬
を
殺
し
て
、
諸

の
社
の
神
を
祭
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祝
（
神
職
）
が
人
や
馬
を
神
に
献

上
す
る
祭
祀
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
福
岡
県
宗
像
市
の

沖
ノ
島
で
奉
納
さ
れ
て
い
た
人
形
・
馬
形
や
、
橿
原
遺
跡
・
藤
原
京
跡
・

ど
ぱ

平
城
宮
跡
・
長
岡
京
跡
な
ど
か
ら
出
土
し
た
土
偶
、
土
馬
な
ど
も
想
起
さ

（９）
れる。この

伝
承
で
印
象
的
な
の
は
、
県
主
の
祖
の
名
が
大
荒
田
、
土
蜘
蛛
の

名
が
大
山
田
女
と
狭
山
田
女
、
地
名
が
下
田
と
い
う
よ
う
に
、
「
田
」
の

字
が
集
中
し
て
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
伝
承
は
稲
作
を

背
景
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
名
に
「
田
」
が
含
ま
れ
る
土
蜘
蛛
と
し
て

は
、
他
に
も
３
．
ｍ
・
妬
の
八
田
、
５
の
田
油
津
媛
が
い
て
、
一
部
の
土

蜘
蛛
の
背
景
に
田
の
信
仰
が
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
稲

と
太
陽
の
信
仰
を
背
景
と
し
た
、
別
の
土
蜘
蛛
伝
承
と
も
通
じ
合
う
も
の

である。
そ
こ
で
次
に
、
別
の
日
向
国
風
土
記
逸
文
の
伝
承
を
引
用
す
る
。

あ
ま
つ
ひ
こ
ひ
こ
ほ
の
に
に
ぎ
の
み
こ
と

臼
杵
の
郡
の
内
、
知
鋪
の
郷
。
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
、
天
の
磐

座
を
離
れ
、
天
の
八
重
雲
を
排
け
て
、
稜
威
の
道
別
き
道
別
き
て
、

そ
ら
く
ら

日
向
の
高
千
穂
の
二
上
の
峯
に
天
降
り
ま
し
き
。
時
に
、
天
暗
冥
く
、

よ
る
ひ
る

夜
昼
別
か
ず
、
人
物
道
を
失
ひ
、
物
の
色
別
き
難
た
か
り
き
。
こ
こ

お
ほ
く
は
こ
く
は

に
、
封
渕
蝋
、
名
を
大
鉗
・
小
鉗
と
日
ふ
も
の
二
人
あ
り
て
、
奏
言

し
し
く
、
「
皇
孫
の
尊
、
尊
の
御
手
以
ち
て
、
稲
千
穂
を
抜
き
て
籾

あ
か

と
為
し
て
、
四
方
に
投
げ
散
ら
し
た
ま
は
ば
、
必
ず
開
晴
り
な
む
」

と
ま
を
し
き
。
時
に
、
大
蛆
等
の
奏
し
し
が
如
、
千
穂
の
稲
を
嵯
み

そ
ら
あ
か

て
籾
と
為
し
て
、
投
げ
散
ら
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
即
ち
、
天
開
晴
り
、

か
が
や

日
月
照
り
光
き
き
。

こ
の
土
蜘
蛛
は
、
天
か
ら
降
臨
し
た
一
三
ギ
に
稲
千
穂
を
投
げ
散
ら
す
よ

う
助
言
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
太
陽
と
月
が
照
り
輝
い
た
と
な
っ
て
い
て
、

太
陽
と
稲
の
祭
祀
を
掌
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
。
土
蜘
蛛
の
名
が

お
ほ
く
は
こ
く
は
（
旧
）

大
鉗
・
小
組
と
い
う
よ
う
に
農
業
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深

い
。
こ
の
伝
承
は
、
記
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
に
対
応
し
て
い
る
が
、
一
旦

天
が
暗
く
な
っ
た
の
を
、
祭
祀
を
行
う
こ
と
で
再
び
明
る
く
し
た
と
い
う

内
容
は
、
天
の
岩
戸
（
天
の
石
屋
）
の
神
話
と
も
通
じ
る
。
こ
の
二
つ
の

重
要
な
皇
室
神
話
に
関
わ
る
祭
祀
を
知
っ
て
い
た
土
蜘
蛛
は
、
非
常
に
神

聖
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
太
陽
と
稲

の
祭
祀
は
皇
室
祭
祀
の
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
記

紀
に
お
い
て
天
照
大
神
自
ら
が
稲
作
を
行
う
こ
と
、
皇
祖
神
の
名
（
古
事

記
の
正
勝
吾
勝
々
速
日
天
之
忍
穂
耳
命
、
天
津
日
高
日
子
穂
々
手
見
命
な

ど
）
に
日
と
穂
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
に
お
い
て
太
陽
信
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仰
と
稲
の
豊
穣
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
指
摘
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
、
皇
室
の
行
う
祭
祀
と
土
蜘
蛛
の
掌
る
祭
祀
に
同
質
の
も
の
が
あ

る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
祭
祀
を
行
う
土
蜘
蛛
の
例
が
み
ら
れ
る
。
次
に
引
用

す
る
、
別
の
肥
前
国
風
土
記
彼
杵
郡
速
来
村
の
伝
承
で
あ
る
。

天
皇
、
豊
前
の
国
の
宇
佐
の
海
浜
の
行
宮
に
在
し
て
、
陪
従
、
神
代

は
や
き

直
に
勒
せ
て
、
此
の
郡
の
速
来
の
村
に
遣
り
て
、
封
蜘
蝋
を
捕
ら
し

は
や
き
つ
ひ
め

め
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
、
人
あ
り
、
名
を
速
来
津
姫
と
い
ひ
き
。
此

た
け
つ
み
ま

の
婦
女
の
申
し
し
く
、
「
妾
が
弟
、
名
を
健
津
三
間
と
い
ひ
て
、
健

い
そ
の
か
み

村
の
里
に
住
め
り
。
此
の
人
、
美
し
き
玉
有
た
り
。
名
を
石
上
の

い
た
び
だ
ま

神
の
木
蓮
子
玉
と
い
ふ
。
愛
し
み
て
固
く
蔵
し
、
他
に
示
せ
肯
へ

ず
」
と
ま
を
し
き
。
神
代
直
、
尋
ね
寛
ぐ
に
、
山
を
超
え
て
逃
げ
、

落
石
の
岑
〈
郡
よ
り
北
の
山
な
り
〉
に
走
り
き
。
即
て
逐
ひ
及
き
て
捕

獲
り
、
虚
実
を
推
問
ふ
に
、
健
津
三
間
の
云
ひ
し
ぐ
、
「
実
に
二
色

の
玉
有
た
り
。
一
つ
は
石
上
の
神
の
木
蓮
子
玉
と
い
ひ
、
一
つ
は
白

珠
と
い
ふ
。
翻
扶
に
比
へ
つ
れ
ど
も
、
願
は
く
は
献
り
な
む
」
と
い

ひき。
の
や
な

こ
の
後
、
箆
簗
と
い
う
人
物
が
玉
を
天
皇
に
献
上
し
た
、
同
様
の
内
容
が

続
く
が
省
略
す
る
。
こ
の
伝
承
で
は
、
土
蜘
蛛
の
速
来
津
姫
が
、
弟
の
健

津
三
間
の
所
持
し
て
い
た
木
蓮
子
玉
の
存
在
を
天
皇
側
に
告
げ
、
弟
は
一

旦
逃
げ
よ
う
と
し
た
が
最
終
的
に
玉
を
献
上
す
る
。
こ
れ
は
、
崇
神
紀

六
十
年
七
月
十
四
日
条
で
、
出
雲
臣
の
遠
祖
出
雲
振
根
の
外
出
中
に
、
弟

の
飯
入
根
が
出
雲
大
社
の
神
宝
を
天
皇
の
意
向
に
従
い
献
上
し
た
が
、
そ

れ
を
後
か
ら
知
っ
た
兄
が
怒
り
の
あ
ま
り
弟
を
殺
し
た
と
い
う
話
と
類
似

す
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
祭
祀
の
対
象
と
し
て
の
神
宝
を
天
皇
に
献
上

す
る
こ
と
が
服
属
の
意
志
を
表
す
こ
と
に
な
る
場
面
で
あ
る
。
逃
げ
た
弟

を
探
し
求
め
よ
う
と
天
皇
側
が
派
遣
し
た
の
が
「
神
代
直
」
で
あ
っ
た
こ

と
も
、
こ
の
土
蜘
蛛
が
祭
祀
に
関
わ
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い

ブ（やＯち
な
み
に
木
蓮
子
玉
と
は
、
イ
タ
ビ
カ
ズ
ラ
の
果
実
に
似
た
黒
い
玉
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
石
上
の
神
の
木
蓮
子
玉
」

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
石
上
の
神
と
は
す
な
わ
ち
大
和
国
の
石
上
神
宮
の

祭
神
で
あ
ろ
う
。
石
上
神
宮
は
神
剣
の
祭
祀
で
知
ら
れ
る
が
玉
の
祭
祀
も

あ
り
、
垂
仁
紀
八
十
七
年
二
月
条
で
は
、
獣
の
腹
に
あ
っ
た
八
尺
瓊
の
勾

玉
が
石
上
神
宮
に
奉
献
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
石
上
神
宮
の
祭
祀
に
関

も
の
の
べ
の
い
た
び
の
お
ほ
む
ら
じ

与
し
て
い
た
物
部
氏
の
中
に
物
部
木
蓮
子
大
連
が
お
り
、
娘
の
宅
媛
が

安
閑
天
皇
の
妃
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
物
部
氏
の
名
が
木
蓮
子
玉
と
一
致

す
る
こ
と
か
ら
、
肥
前
国
風
土
記
彼
杵
郡
速
来
村
の
土
蜘
蛛
伝
承
に
お
け

る
石
上
の
神
は
、
直
接
的
に
大
和
国
の
石
上
神
宮
と
結
び
つ
く
も
の
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
土
蜘
蛛
の
行
う
祭
祀
が
、
土
着

の
人
々
の
行
う
地
方
性
の
強
い
レ
ベ
ル
の
も
の
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
は
興

味深い。
以
上
の
伝
承
以
外
で
も
、
３
の
景
行
紀
十
二
年
十
月
条
に
お
い
て
、
土

つ
ぱ
き
の
き

蜘
蛛
の
討
伐
で
「
海
石
榴
樹
」
と
い
う
呪
具
が
武
器
と
さ
れ
た
り
、
「
水

上
に
卜
す
」
と
い
う
よ
う
に
占
い
が
行
わ
れ
た
り
、
討
伐
の
前
に
「
志
我

神
・
直
入
物
部
神
・
直
入
中
臣
神
」
に
祈
る
こ
と
も
、
土
蜘
蛛
が
宗
教
的

な
存
在
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
週
の
豊
後
国

風
土
記
大
野
郡
海
石
榴
市
・
血
田
の
伝
承
で
も
、
「
海
石
榴
樹
」
で
武
器

を
作
っ
た
と
す
る
。
多
田
元
は
、
土
蜘
蛛
の
穴
居
生
活
と
呪
具
で
制
圧
す

る
こ
と
を
、
地
に
潜
む
邪
霊
的
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
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（Ⅲ）

唆
す
る
も
の
と
指
摘
す
る
。

以
上
、
土
蜘
蛛
の
祭
祀
伝
承
を
検
討
し
て
き
た
が
、
土
蜘
蛛
に
は
そ
の

（吃）

名
か
ら
巫
祝
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
者
が
い
る
。
２
の
神
武
即
位
前
紀
条

こ
せ
の
は
ふ
り
ゐ
の
は
ふ
り

の
土
蜘
蛛
の
名
で
あ
る
居
勢
祝
と
猪
祝
に
含
ま
れ
る
「
祝
」
は
神
職
を

意
味
し
、
上
代
に
は
、
「
祝
が
以
ち
い
つ
く
、
天
之
御
影
神
」
（
開
化
記
）
、

「
菟
田
の
人
伊
賀
彦
を
以
て
祝
と
し
て
祭
ら
し
め
た
ま
ふ
」
（
仲
哀
紀
八
年

正
月
四
日
条
）
、
「
伊
葵
諾
神
、
祝
に
託
り
て
」
（
履
中
紀
五
年
九
月
十
八

日
条
）
、
「
三
輪
の
祝
が
忌
ふ
杉
」
（
万
葉
集
巻
四
・
七
一
二
）
、
「
神
の
祝

が
斎
ふ
杉
原
」
（
万
葉
集
巻
七
・
一
四
○
三
）
な
ど
の
多
く
の
例
が
見
い

だせる。
ま
た
、
銘
の
陸
奥
国
風
土
記
逸
文
に
お
け
る
土
蜘
蛛
の
神
衣
媛
と
い
う

名
は
、
神
代
紀
第
七
段
本
書
で
「
神
衣
」
を
織
っ
て
い
た
天
照
大
神
、
神

代
紀
第
九
段
一
書
第
六
で
機
を
織
っ
て
い
た
皇
孫
の
妻
と
な
る
木
花
開
耶

姫
、
肥
前
国
風
土
記
基
難
郡
姫
社
郷
で
織
機
を
操
る
女
性
の
崇
り
神
な
ど

を
想
起
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
常
陸
国
風
土
記
久
慈
郡
太
田
郷
で
も
、
天
よ

す
め
み
ま
の
み
こ
と

か
む
は
た
ひ
め
の

り
降
っ
た
珠
売
美
万
命
（
皇
孫
ニ
ニ
ギ
）
に
従
っ
て
降
っ
た
綺
日
女

み
こ
と

命
が
、
長
幡
部
の
機
殿
や
神
へ
献
上
す
る
服
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
る

が
、
こ
の
直
後
に
７
の
土
蜘
蛛
伝
承
が
続
い
て
い
て
、
土
蜘
蛛
が
こ
の
女

神
と
同
類
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
以
上
の
神
の
衣
の
記
事

で
は
、
機
の
神
が
女
神
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
他
、
皇
室
と
関
わ

る
例
が
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

以
上
、
土
蜘
蛛
と
祭
祀
と
の
関
わ
り
が
明
確
な
伝
承
に
つ
い
て
検
討
し

て
き
た
。
土
蜘
蛛
の
祭
祀
と
朝
廷
の
祭
祀
に
近
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、

土
蜘
蛛
が
未
開
の
人
種
で
は
な
く
文
化
的
な
人
々
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

いう（》○

そ
し
て
こ
れ
以
外
に
も
、
土
蜘
蛛
の
宗
教
性
を
示
す
描
写
が
あ
る
。
前

節
に
お
い
て
、
土
蜘
蛛
が
比
嶮
表
現
や
そ
の
名
か
ら
、
鼠
・
狼
・
臭
・

猪
・
媛
（
猴
）
・
馬
・
鹿
・
鷲
と
い
う
動
物
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
物
は
、
野
蛮
な
土
蜘
蛛
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
一
方
で
、
神
性
を
帯
び
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
「
鼠
」
は
、
古
事
記
で
大
穴
牟
遅
神
を
助
け
た
こ
と
が
著
名
で
あ

る
が
、
孝
徳
紀
大
化
元
年
十
二
月
九
日
条
、
白
推
五
年
正
月
一
日
条
、
天

智
紀
五
年
是
冬
条
な
ど
で
、
鼠
の
移
動
が
遷
都
や
造
柵
の
前
兆
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
、
天
智
紀
元
年
四
月
条
で
鼠
が
馬
の
尾
に
子
を
産
ん
だ

こ
と
が
高
麗
が
敗
れ
る
こ
と
の
予
兆
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
特
異
な

行
動
に
一
貫
し
て
予
兆
性
が
み
え
、
一
種
の
神
性
が
あ
る
動
物
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
次
に
「
狼
」
は
、
欽
明
即
位
前
紀
条
で
秦
大
津
父
が
狼
に

対
し
て
「
貴
き
神
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
神
と
同
一

視
さ
れ
た
動
物
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
猪
」
も
や
は
り
神
と
同
一
視
さ
れ

る
動
物
で
、
景
行
記
で
倭
建
命
が
出
会
っ
た
白
猪
は
「
神
の
正
身
」
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
山
城
国
風
土
記
逸
文
二
本
朝
月
令
』
所
引
「
秦
氏

本
系
帳
」
）
の
賀
茂
乗
馬
の
条
で
は
、
「
猪
の
頭
」
を
被
っ
て
祭
祀
を
行
う

さ

る

さ

る

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
媛
（
猴
）
」
も
神
と
の
縁
の
深
い
動
物
で
、
皇

極
紀
三
年
六
月
三
日
条
で
は
、
三
輪
山
で
猿
が
歌
っ
た
歌
が
、
数
年
後
上

宮
の
王
た
ち
が
滅
亡
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
の
予
兆
に
な
っ
た
と
す
る
。
同
四

年
正
月
条
で
は
、
猴
の
声
が
遷
都
の
予
兆
に
な
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
当
時

の
人
が
こ
の
猴
を
伊
勢
大
神
の
使
者
で
あ
る
と
述
べ
た
と
い
う
。
次
に

「
馬
」
に
つ
い
て
は
、
既
出
の
灯
の
土
蜘
蛛
伝
承
に
お
け
る
馬
形
の
祭
祀

や
、
常
陸
国
風
土
記
香
島
郡
の
香
島
の
天
の
大
神
に
「
馬
一
匹
」
が
奉
納

さ
れ
た
こ
と
、
天
武
紀
五
年
八
月
十
六
日
条
の
祓
っ
物
に
「
馬
一
匹
」
と
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あ
る
こ
と
な
ど
、
神
に
奉
納
さ
れ
る
動
物
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。

「
鹿
」
も
、
そ
の
骨
が
鹿
卜
で
使
わ
れ
た
り
、
景
行
記
や
景
行
紀
四
十
年

是
歳
条
で
白
い
鹿
が
神
と
さ
れ
る
な
ど
、
神
と
同
一
視
さ
れ
る
動
物
で
あ

る
。
「
鷲
」
に
つ
い
て
は
、
摂
津
国
風
土
記
逸
文
の
下
樋
山
の
条
（
「
本
朝

神
社
考
』
所
引
）
で
、
大
神
の
天
津
鰐
が
鷲
に
な
り
、
通
行
人
の
半
分
を

留
め
た
の
で
祭
祀
を
行
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

以
上
、
土
蜘
蛛
と
結
び
つ
く
動
物
が
、
神
と
同
一
視
さ
れ
た
り
祭
祀
と

関
わ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
土
蜘
蛛
は
、
動
物
神
に
近
い
存
在
と
し

て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
土
蜘
蛛
が
巫

祝
で
あ
る
か
ら
、
祭
祀
に
用
い
る
動
物
が
名
前
に
付
け
ら
れ
た
と
み
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

土
蜘
蛛
に
尾
が
生
え
て
い
る
と
い
う
特
徴
は
、
同
様
に
尾
が
生
え
て
い

ゐ
ひ
か
い
は
お
し
わ
く
の
こ

る
神
武
記
の
井
氷
鹿
と
石
押
分
之
子
が
国
つ
神
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
神
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
、
吉
田
修
作
は
別
の
大
耳
・
垂
耳
に
つ
い
て
、
ミ
ミ
（
耳
）
の
名
は

神
意
を
聞
く
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
土
蜘
蛛
に
も

（旧）

そ
の
よ
う
な
宗
教
的
能
力
が
あ
っ
た
と
す
る
。

ま
た
、
土
蜘
蛛
の
名
に
、
３
．
巧
の
青
、
３
．
明
の
白
、
路
の
大
白
・

中
白
・
少
白
と
い
う
よ
う
に
「
白
」
と
「
青
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
白
が
上
代
に
お
い
て
神
聖
な
色
と
さ
れ
て
い
て
、
白
い
動
物
は

神
や
瑞
祥
と
さ
れ
る
こ
と
や
、
青
が
神
代
紀
第
七
段
本
書
で
「
青
和
幣
」

と
「
白
和
幣
」
と
い
う
よ
う
に
、
白
と
対
照
的
に
出
て
き
て
神
聖
な
色
と

さ
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
土
蜘
蛛
が
宗
教
的
な
存
在
と

み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
穴
居
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
は
、
文
脈
上
は
土
蜘
蛛
の
未
開

性
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
住
処
と
さ
れ
る
「
石
窟
」
「
石
室
」
「
土

窟
」
「
磐
窟
」
に
類
似
し
た
言
葉
と
し
て
、
神
代
紀
第
七
段
で
天
照
大
神

が
隠
っ
た
「
天
石
窟
」
、
出
雲
国
風
土
記
嶋
根
郡
加
賀
郷
と
加
賀
神
埼
の

条
で
佐
太
の
大
神
の
生
ま
れ
た
「
岩
屋
」
「
窟
」
、
飯
石
郡
琴
引
山
の
条
で

神
の
い
た
「
窟
」
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
土
蜘
蛛
の
住
処
は
神
の
住

居
と
み
て
も
違
和
感
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
土
蜘
蛛
伝
承
を
検
討
す
る
と
、
土
蜘
蛛
に
宗
教
的
性
格

が
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
土
蜘

蛛
の
本
質
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
土
蜘
蛛
と
は
、
天
皇
や

朝
廷
の
征
伐
・
巡
幸
の
伝
承
に
登
場
す
る
土
着
の
人
々
の
中
で
も
、
特
に

宗
教
性
を
帯
び
て
い
る
人
々
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次

節
で
は
、
特
に
女
性
の
土
蜘
蛛
が
祭
祀
と
関
わ
っ
て
い
る
例
に
注
目
し
て

みたい。
本
節
で
は
、
土
蜘
蛛
に
多
く
の
女
性
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、

女
性
の
土
蜘
蛛
の
宗
教
的
な
役
割
に
つ
い
て
、
ヒ
メ
ヒ
コ
制
と
関
連
づ
け

な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

ま
ず
、
女
性
の
土
蜘
蛛
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
名
に
「
女
」
か

「
媛
」
を
含
む
、
５
の
田
油
津
媛
、
９
の
五
馬
媛
、
Ⅳ
の
大
山
田
女
・
狭

山
田
女
、
囚
の
海
松
橿
媛
、
躯
の
八
十
女
、
別
の
速
来
津
媛
、
妬
の
浮
穴

沫
媛
、
邪
の
神
衣
媛
・
阿
邪
ホ
那
媛
は
、
明
ら
か
に
女
性
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
れ
以
外
に
も
女
性
と
み
ら
れ
る
土
蜘
蛛
が
存
在
す
る
。
Ｍ
の
土
蜘

し
の
か
お
き
し
の
か
お
み

蛛
の
小
竹
鹿
奥
と
小
竹
鹿
臣
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
風
土

記
』
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
風
土
記
』
が
、
キ
は
男
、
ミ
は
女
を

四
、
土
蜘
蛛
と
ヒ
メ
ヒ
コ
制
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示
す
と
指
摘
す
る
の
に
従
え
ば
、
小
竹
鹿
臣
も
女
性
で
あ
る
。
ま
た
、
～

ト
ベ
と
い
う
語
尾
を
持
つ
名
が
女
性
名
で
あ
る
と
す
る
、
溝
口
睦
子
や
三

（

脚

）

に

ひ

き

と

く

浦
佑
之
の
指
摘
に
従
え
ば
、
２
の
新
城
戸
畔
も
女
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
土
蜘
蛛
の
中
に
は
多
く
の
女
性
が
含
ま
れ
る
。
新
城
戸
畔
は
、
居
勢

祝
や
猪
祝
と
共
に
「
勇
力
」
に
侍
ん
で
帰
順
せ
ず
に
詠
殺
さ
れ
た
が
、
居

勢
祝
や
猪
祝
が
祝
（
神
職
）
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
新
城
戸
畔
も

単
な
る
勇
敢
な
兵
士
で
は
な
く
、
巫
女
的
な
女
性
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

ない。以
上
の
女
性
の
土
蜘
蛛
た
ち
は
、
伝
承
に
お
い
て
い
ず
れ
も
首
長
的
な

存
在
で
あ
る
。
別
の
速
来
津
姫
は
、
弟
の
所
持
し
て
い
た
玉
の
存
在
を
天

皇
側
に
告
げ
、
弟
は
一
旦
逃
げ
た
も
の
の
玉
を
献
上
す
る
。
こ
こ
で
、
弟

が
最
終
的
に
は
天
皇
に
抵
抗
せ
ず
姉
の
判
断
に
従
っ
た
の
は
、
姉
が
弟
よ

り
上
位
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が

３
と
巧
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
３
と
略
に
は
、
「
一
処
の
長
」
も
し
く
は

「
其
処
之
長
」
と
さ
れ
る
速
津
媛
と
い
う
女
性
が
登
場
し
、
土
蜘
蛛
た
ち

の
居
場
所
や
状
況
を
景
行
天
皇
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
速
津
媛
は
土
蜘
蛛

と
は
さ
れ
な
い
が
、
立
場
と
し
て
は
別
の
速
来
津
姫
に
近
い
。
速
津
媛
は

土
蜘
蛛
集
団
の
長
で
あ
っ
た
が
、
天
皇
側
に
つ
い
た
た
め
土
蜘
蛛
と
明
示

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
首
長
と
土
蜘
蛛
は
重
な
り

あ
う
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
弟
と
共
に
首
長
的
な
立
場
に
あ
っ
た

別
の
速
来
津
姫
と
同
様
に
、
兄
と
共
に
首
長
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
は

５
の
田
油
津
媛
で
、
こ
の
田
油
津
媛
が
誹
殺
さ
れ
た
後
に
兄
の
夏
羽
が
逃

走
し
て
い
る
の
で
、
妹
の
方
が
上
位
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
常
陸
国
風
土
記
新
治
郡
に
は
「
古
、
山
賊
あ
り
。
名
を

あ
ぶ
ら
お
き
め
の
み
こ
と

油
置
売
命
と
称
ふ
。
今
も
社
の
中
に
石
屋
あ
り
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

こ
の
油
置
売
命
は
土
蜘
蛛
と
は
さ
れ
な
い
が
、
名
が
５
の
田
油
津
媛
と
類

似
し
、
石
屋
に
い
る
と
い
う
描
写
も
土
蜘
蛛
伝
承
と
類
似
す
る
。
油
置
売

命
の
場
合
、
「
社
」
と
あ
る
か
ら
神
か
巫
女
で
あ
り
、
敬
称
の
「
命
」
が

つ
く
こ
と
か
ら
高
貴
な
女
性
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
田
油
津
媛

も
、
こ
の
油
置
売
命
と
同
様
の
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

劉
の
速
来
津
姫
と
５
の
田
油
津
媛
は
、
兄
弟
と
共
に
地
方
を
支
配
し
て

い
た
宗
教
的
立
場
に
あ
る
女
性
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
ヒ
メ

（旧）

に
相
当
す
る
女
性
で
あ
る
。
ヒ
メ
ヒ
コ
制
と
は
、
一
般
に
「
地
名
十
ヒ

メ
」
と
「
地
名
十
ピ
コ
」
の
名
を
も
つ
男
女
が
一
対
と
な
り
、
そ
の
地
域

の
支
配
権
を
構
成
す
る
、
原
始
的
王
権
の
あ
り
方
を
指
し
、
男
女
二
重
王

（旧）

権
と
も
い
う
。
こ
の
ヒ
メ
ヒ
コ
制
が
、
兄
妹
も
し
く
は
弟
姉
に
よ
る
宗
教

（
Ｆ
）
（
旧
）

的
支
配
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
柳
田
国
男
や
倉
塚
曄
子
な
ど
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
は
、
天
下
を
治
め
よ
う

さ
ほ
ぴ
こ
の
み
こ

さ
ほ
ぴ
め
の
み
こ
と

と
し
た
沙
本
毘
古
王
と
妹
の
沙
本
毘
売
命
（
垂
仁
記
）
、
神
の
妻
と
な
る

た
ま
よ
り
ひ
め

た
ま
よ
り
ひ
こ

玉
依
日
売
と
兄
の
玉
依
日
子
（
山
城
国
風
土
記
逸
文
）
、
神
の
妻
と
な
る

ぬ

か

び

め

い

か

び

こ

努
賀
毘
曄
と
兄
の
努
賀
毘
古
（
常
陸
国
風
土
記
那
賀
郡
）
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
最
古
の
例
と
し
て
は
、
鬼
道
に
仕
え
る
女

王
を
弟
が
補
佐
し
て
国
を
治
め
た
と
い
う
、
『
魏
志
』
倭
人
伝
の
卑
弥
呼

と
そ
の
弟
が
知
ら
れ
る
。
土
蜘
蛛
の
女
性
首
長
と
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
女
性
首

長
は
立
場
が
重
な
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ヒ
メ
ヒ
コ
制
は
、
天
皇
制
確
立
以
前
の
古
代
日
本
に
存
在
し
て
い

た
政
治
形
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
土
蜘
蛛
伝
承
が
天
皇
も
し

く
は
朝
廷
の
征
討
・
巡
幸
伝
承
で
み
ら
れ
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
。
つ

ま
り
土
蜘
蛛
と
は
、
ヒ
メ
ヒ
コ
制
な
ど
、
天
皇
制
以
前
の
宗
教
的
政
治
形

態
を
取
っ
て
い
た
集
団
を
指
す
の
で
あ
り
、
天
皇
や
朝
廷
側
は
彼
等
を
支
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配
下
に
お
く
た
め
に
討
伐
を
行
う
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
大
和
国
の
土
蜘
蛛

こ
こ
で
は
、
土
蜘
蛛
の
本
拠
地
か
ら
そ
の
姿
に
迫
っ
て
み
た
い
。
本
稿

冒
頭
で
示
し
た
、
「
広
辞
苑
』
に
よ
る
土
蜘
蛛
の
説
明
に
「
辺
境
の
民
」

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
土
蜘
蛛
の
本
拠
地
が
辺
境
で
あ
る

例
も
あ
る
が
、
土
蜘
蛛
の
分
布
は
辺
境
に
限
ら
ず
東
北
か
ら
九
州
の
広
範

囲
に
渡
る
。
そ
の
点
、
東
北
の
蝦
夷
や
南
九
州
の
熊
襲
、
大
和
国
の
吉
野

と
常
陸
国
の
ク
ニ
ス
・
ク
ズ
（
国
巣
・
国
主
・
国
栖
）
が
特
定
の
地
域
に

分
布
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

た
だ
し
、
広
範
囲
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
土
蜘
蛛
の
本
拠
地
は
あ
る
程

度
限
定
さ
れ
て
い
る
。
古
事
記
で
は
大
和
国
、
日
本
書
紀
で
は
大
和
国
と

九
州
（
豊
後
・
肥
前
・
筑
後
国
）
が
本
拠
地
で
あ
る
。
風
土
記
で
は
常
陸

国
風
土
記
・
豊
後
国
風
土
記
・
肥
前
国
風
土
記
と
、
摂
津
国
・
陸
奥
国
・

越
後
国
・
肥
後
国
・
日
向
国
の
風
土
記
逸
文
に
土
蜘
蛛
が
登
場
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
出
雲
国
風
土
記
と
播
磨
国
風
土
記
に
は
土
蜘
蛛
が
全
く
登

場
し
な
い
。
出
雲
国
風
土
記
に
は
天
皇
（
朝
廷
側
）
の
討
伐
や
巡
幸
の
記

事
が
無
い
の
で
、
そ
の
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
る
土
蜘
蛛
が
登
場
し
な
い
の

は
当
然
で
あ
る
。
一
方
、
播
磨
国
風
土
記
に
は
播
磨
国
を
舞
台
と
し
た
天

皇
の
討
伐
の
記
事
は
な
い
も
の
の
、
巡
幸
の
記
事
な
ら
ば
散
見
さ
れ
る
。

土
蜘
蛛
の
記
事
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
風
土
記
に
お
い
て
神

や
司
祭
者
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
る

だ
ろ
う
。
出
雲
国
風
土
記
は
神
の
記
事
が
多
く
、
常
陸
国
風
土
記
や
九
州

風
土
記
は
天
皇
の
記
事
が
多
く
、
播
磨
国
風
土
記
は
折
衷
的
な
様
相
を
帯

（旧）
び
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
土
蜘
蛛
に
は
宗
教
的
性
格
が
あ
り
、

そ
の
実
態
は
司
祭
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
神
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
書

か
れ
た
風
土
記
は
当
然
司
祭
者
も
尊
重
す
る
の
で
、
そ
れ
を
土
蜘
蛛
と
し

て
賎
し
め
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
一
方
、
土
蜘
蛛
の
登
場
す
る
文
脈
は
、

在
地
伝
承
で
あ
っ
て
も
朝
廷
側
か
ら
の
視
点
を
多
分
に
含
む
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
在
地
の
司
祭
者
の
捉
え
方
の
違
い
が
、
各
風

土
記
に
お
け
る
土
蜘
蛛
記
事
の
有
無
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
大
和
国
の
土
蜘
蛛
の
本
拠
地
に
注
目
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、

１
の
神
武
記
の
土
蜘
蛛
の
本
拠
地
で
あ
る
忍
坂
（
桜
井
市
忍
阪
）
と
、
２

そ
ほ
の
あ
が
た
は
た
の
を
か
き
き

の
神
武
紀
の
土
蜘
蛛
の
本
拠
地
で
あ
る
層
富
県
の
波
喀
丘
岬
（
奈
良
市

わ

に

ほ
そ
み
な
が
ら
の
を
か
さ
き

東
南
部
）
、
和
現
の
坂
下
（
天
理
市
和
預
）
、
膳
見
の
長
柄
丘
岬
（
御
所
市

た
か
を
は
り
の
む
ら

名
柄
か
）
、
高
尾
張
邑
・
葛
城
（
御
所
市
西
南
部
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、
奈
良
盆
地
の
南
部
と
い
う
、
歴
代
皇
居
の
多
く
営
ま
れ
た
地

域
に
含
ま
れ
て
お
り
、
辺
境
と
い
う
表
現
に
相
応
し
い
場
所
で
は
な
い
。

ま
ず
、
神
武
記
の
忍
坂
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
古
事
記
に
お
い
て
地

名
の
忍
坂
は
他
に
出
て
こ
な
い
が
、
垂
仁
紀
三
十
九
年
十
月
条
の
一
説
に

お
い
て
、
ま
ず
大
刀
を
「
忍
坂
邑
」
に
収
め
、
そ
の
後
忍
坂
か
ら
移
し
て

石
上
神
宮
に
収
め
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
忍
坂
の
地
は
石
上
神

宮
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
。
別
の
肥
前
国
風
土
記
の
伝
承
で
は
、
土
蜘

蛛
が
「
石
上
の
神
の
木
蓮
子
玉
」
を
祀
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
１
の
土

蜘
蛛
と
型
の
土
蜘
蛛
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ち
な
み
に
、
忍
坂
を
名
前
に
含
む
人
物
と
し
て
、
古
事
記
で
は
応
神
天

皇
皇
女
の
忍
坂
大
中
比
売
、
允
恭
天
皇
大
后
で
安
康
・
雄
略
天
皇
生
母
の

忍
坂
之
大
中
津
比
売
命
、
天
武
天
皇
祖
父
の
忍
坂
日
子
人
太
子
が
い
る
。

さ
ら
に
皇
極
紀
二
年
九
月
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
の
父
の
野
明
天

お
し
さ
か
の
み
さ
ざ
き

皇
が
押
坂
陵
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
忍
坂
は
天
武
天

-１１１-
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や

そ

皇
の
先
祖
と
縁
の
深
い
地
で
あ
る
。
こ
の
忍
坂
に
い
た
土
蜘
蛛
の
八
十

た
け
る

建
に
対
し
、
神
武
天
皇
の
一
行
は
饗
（
御
馳
走
）
を
提
供
す
る
ふ
り
を

し
て
八
十
膳
夫
（
多
く
の
給
仕
人
）
を
用
意
し
た
が
、
食
物
の
献
上
は
服

属
儀
礼
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
神
武
天
皇
の
一
行
は
一
旦
、
土
蜘
蛛
の

八
十
建
に
服
従
の
姿
勢
を
見
せ
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
こ
の
土
蜘
蛛
を
、

神
武
天
皇
来
訪
以
前
の
大
和
周
辺
を
治
め
て
い
た
豪
族
と
み
る
こ
と
も
で

圭弍ご卜李壷勾／○

こ
の
神
武
記
の
土
蜘
蛛
八
十
建
は
、
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
五
日

く
に
み
の
を
か

や
そ
た
け
る

条
と
十
月
一
日
条
の
、
国
見
丘
（
音
羽
山
の
南
の
経
ヶ
塚
）
の
八
十
臭
帥や

に
相
当
す
る
が
、
こ
の
八
十
臭
帥
は
土
蜘
蛛
と
は
さ
れ
な
い
。
同
様
に
八

そ
た
け
る

し
き
の
む
ら

し
き
の
や
そ
た
け
る

十
臭
帥
と
し
て
、
倭
国
の
磯
城
邑
（
三
輪
山
麓
西
部
）
の
磯
城
八
十
臭
帥
、

た
か
を
は
り
の
む
ら

か
づ
ら
き
の
む
ら
あ
か
が
ね
や
そ
た
け
る

高
尾
張
邑
（
或
本
に
葛
城
邑
）
の
赤
銅
八
十
臭
帥
が
登
場
す
る
が
、
こ

れ
ら
の
八
十
臭
帥
も
土
蜘
蛛
で
は
な
い
。
神
武
紀
に
お
い
て
土
蜘
蛛
が
登

場
す
る
の
は
、
東
征
の
最
終
段
階
で
神
武
天
皇
即
位
の
直
前
の
、
神
武
即、え

位
前
紀
己
未
年
二
月
二
十
日
条
で
あ
る
。
神
武
紀
で
は
、
菟
田
県
の
兄

う
か
し

滑
、
国
見
丘
の
八
十
臭
帥
、
磯
城
邑
の
磯
城
八
十
臭
帥
、
高
尾
張
邑

え
し
き
な
が
す
ね
ぴ
こ

（
葛
城
邑
）
の
赤
銅
八
十
臭
帥
、
兄
磯
城
、
長
髄
彦
と
い
っ
た
敵
が
倒
さ

れ
た
後
で
、
土
蜘
蛛
の
新
城
戸
畔
、
居
勢
祝
、
猪
祝
が
登
場
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
土
蜘
蛛
達
が
、
天
皇
来
訪
以
前
の
大
和
の
支
配
者
層
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
特
に
高
尾
張
邑
（
葛
城
）
の
地
に
つ
い
て
は
、
既
に
敵

の
赤
銅
八
十
臭
帥
が
い
た
と
記
し
て
い
る
の
に
、
再
び
こ
の
地
に
敵
と
し
あ
め
の
し
た

て
土
蜘
蛛
が
登
場
し
、
こ
の
土
蜘
蛛
が
詐
殺
さ
れ
た
後
に
「
遂
に
区
宇

し
づ

を
安
定
む
る
こ
と
得
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
土
蜘
蛛
は
こ

の
地
域
の
代
表
者
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
葛
城
の
地
は
、
綏
靖
天
皇
の
葛
城
の
高
岡
宮
、
孝
昭
天
皇
の
葛
城

本
稿
で
は
、
土
蜘
蛛
を
政
府
に
従
わ
な
か
っ
た
未
開
の
人
々
を
指
す
蔑

称
と
す
る
通
説
に
疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
上
代
の
土
蜘
蛛
伝
承
全
体
に
目
を

通
し
な
が
ら
、
特
に
そ
の
宗
教
性
に
注
目
し
て
論
を
展
開
し
た
。
土
蜘
蛛

の
基
本
的
な
意
味
は
、
天
皇
や
朝
廷
の
征
伐
・
巡
幸
の
伝
承
に
登
場
す
る

土
着
の
人
々
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
描
写
に
は
一
定
の
型
が
あ
り
、
集
団
で

あ
る
、
穴
居
し
て
い
る
、
一
般
と
異
な
る
身
体
的
特
徴
が
あ
る
、
動
物
に

書
え
ら
れ
る
な
ど
の
特
徴
が
複
数
の
伝
承
に
出
て
く
る
。
土
蜘
蛛
の
中
に

は
、
伝
承
内
容
か
ら
巫
祝
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
者
が
い
る
が
、

穴
居
や
身
体
的
特
徴
、
動
物
の
比
愉
と
い
っ
た
描
写
に
も
宗
教
性
が
示
さ

の
披
上
宮
、
孝
安
天
皇
の
葛
城
の
室
の
秋
津
島
宮
（
い
ず
れ
も
古
事
記
の

表
記
）
と
い
う
よ
う
に
初
期
天
皇
の
宮
都
の
あ
っ
た
場
所
で
、
後
世
は
皇

室
の
外
戚
と
し
て
繁
栄
を
誇
っ
た
葛
城
氏
の
本
拠
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
和
頚
の
地
は
、
多
く
の
皇
妃
を
輩
出
し
た
丸
迩
氏
の
本
拠
地
で
あ

る
。
こ
の
葛
城
と
和
頂
を
本
拠
地
と
し
た
土
蜘
蛛
が
、
葛
城
氏
や
丸
迩
氏

の
前
身
と
な
る
よ
う
な
豪
族
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

土
蜘
蛛
を
未
開
の
人
々
と
す
る
よ
う
な
書
き
方
は
、
あ
く
ま
で
も
天
皇

や
朝
廷
側
か
ら
記
し
た
修
辞
で
あ
っ
て
、
土
蜘
蛛
の
実
態
は
、
未
開
の
民

（釦）

で
は
な
く
宗
教
性
を
帯
び
た
首
長
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
神

武
即
位
前
紀
己
未
年
三
月
七
日
条
で
は
、
一
般
民
衆
を
「
民
の
心
朴
素
な

り
。
巣
に
棲
み
穴
に
住
み
て
、
習
俗
惟
常
と
な
り
た
り
」
と
記
す
が
、
こ

れ
は
土
蜘
蛛
の
描
写
と
類
似
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
の
民
衆
が
未
開
一

の
人
々
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
は
、
土
蜘
蛛
と
い
う
存
在
皿

を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。

六
、
お
わ
り
に
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れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
女
性
の
土
蜘
蛛
が
多
く
登
場
し
、
首

長
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
は
、
宗
教
的
な
男
女
二
重
王
権
、
す
な
わ
ち
ヒ

メ
ヒ
コ
制
が
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。
土
蜘
蛛
は
朝
廷
側
と
対
立
し
た
状
況

に
お
い
て
未
開
の
民
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
朝
廷
側
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
土
蜘
蛛
と
は
宗
教
性
を
帯
び
た
地

方
の
首
長
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
伝
承
か
ら
窺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

土
蜘
蛛
が
蔑
視
の
対
象
と
し
て
描
写
さ
れ
る
か
、
そ
の
逆
に
神
聖
な
存

在
と
し
て
描
写
さ
れ
る
か
は
、
そ
れ
を
記
述
す
る
者
が
土
蜘
蛛
を
ど
う
認

識
し
て
い
た
か
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
常
陸
国
風
土
記
の

６
の
伝
承
を
み
る
と
、
土
蜘
蛛
は
穴
倉
に
住
み
、
動
物
の
よ
う
に
野
蛮
な

生
活
を
し
て
い
た
と
描
写
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
景
行
紀
四
十
年
七
月
十
六

日
条
に
お
け
る
、
蝦
夷
が
冬
は
穴
に
寝
て
夏
は
巣
に
住
み
、
烏
の
よ
う
に

山
に
登
り
獣
の
よ
う
に
疾
走
す
る
と
い
う
描
写
と
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ

り
、
異
族
的
集
団
の
描
写
の
典
型
と
も
い
え
る
。
同
じ
く
常
陸
国
風
土
記

さ
ち

の
７
で
は
、
兎
上
命
が
土
蜘
蛛
を
殺
す
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
で
「
福
な

異
』
つ

る
哉
」
と
言
っ
た
こ
と
が
佐
都
と
い
う
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
と
し
て
い

る
。
常
陸
国
風
土
記
の
土
蜘
蛛
に
は
、
表
面
的
に
は
宗
教
性
や
神
聖
性
が

一
切
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
常
陸
国
風
土
記
に
お
い
て

く
ず

は
土
蜘
蛛
と
い
う
存
在
の
認
識
が
暖
昧
で
あ
り
、
国
巣
の
別
名
と
し
て

「
都
知
久
母
」
を
挙
げ
た
り
、
「
土
雲
」
表
記
で
国
栖
の
固
有
名
と
し
た
り

し
て
い
る
。
常
陸
国
風
土
記
に
お
け
る
土
蜘
蛛
は
、
他
の
異
族
的
集
団
と

同
一
視
さ
れ
た
存
在
で
、
宗
教
性
を
持
つ
集
団
で
あ
る
と
い
う
本
質
が
忘

れ
去
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
ふ
り

注
（
１
）
呉
哲
男
「
祝
の
系
譜
ｌ
日
本
原
始
観
念
の
発
達
（
一
）
Ｉ
」
二
古

典
学
」
４
、
昭
妬
・
６
、
後
に
『
古
代
言
語
探
究
』
五
柳
書
院
）

（
２
）
吉
田
修
作
「
神
功
皇
后
伝
承
ｌ
神
功
皇
后
と
土
蜘
蛛
・
羽
白
熊

鷲
ｌ
」
（
更
較
文
化
（
福
岡
女
学
院
大
学
）
」
２
、
平
Ⅳ
・
３
、
後
に
『
愚

り
来
る
こ
と
ば
と
伝
承
ｌ
託
宣
・
神
功
皇
后
・
地
域
ｌ
」
お
う
ふ
う
）

（
３
）
本
居
宣
長
は
、
土
蜘
蛛
は
蜘
蛛
に
擬
え
て
名
づ
け
ら
れ
た
人
々
で

あ
る
と
主
張
し
つ
つ
、
ク
モ
は
コ
モ
リ
で
土
隠
で
あ
る
と
の
説
も
紹

介
す
る
。
「
雲
」
と
い
う
表
記
を
重
視
す
る
と
、
雲
は
霊
魂
の
象
徴

と
な
る
こ
と
か
ら
、
土
蜘
蛛
の
語
義
は
土
に
い
る
霊
の
意
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
。

（
４
）
小
田
富
士
雄
「
豊
後
・
肥
前
国
風
土
記
」
含
日
本
古
代
文
化
の
探

求
風
土
記
」
社
会
思
想
社
、
昭
別
・
岨
）

（
５
）
水
野
祐
「
土
蜘
蛛
と
そ
の
実
態
」
含
現
代
思
想
」
胆
１
８
、
昭

弱
・
７
、
後
に
『
入
門
・
古
風
土
記
（
下
）
」
雄
山
閣
出
版
）

（
６
）
坂
本
勝
「
土
蜘
蛛
」
含
古
代
文
学
講
座
６
人
々
の
ざ
わ
め
き
』

勉
誠
社
、
平
６
．
ｕ
）

（
７
）
瀧
音
能
之
「
土
蜘
蛛
の
原
義
に
つ
い
て
」
二
象
徴
図
像
研
究
ｌ
動

物
と
象
徴
』
言
叢
社
、
平
肥
・
３
）

（
８
）
注
（
１
）
の
呉
哲
男
、
（
２
）
の
吉
田
修
作
、
（
６
）
の
坂
本
勝
、

（７）の瀧音能之。

（
９
）
土
馬
は
、
古
墳
時
代
か
ら
存
在
す
る
馬
を
象
っ
た
小
型
の
土
製
品

で
、
溝
や
井
戸
か
ら
出
土
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
水
の
祭
祀
に
用

い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
岨
）
た
だ
し
、
「
組
」
と
す
る
の
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
」
で
、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
は
「
鉗
」
と
す
る
。

（
、
）
多
田
元
「
土
蜘
蛛
」
含
日
本
神
話
事
典
』
大
和
書
房
、
平
９
．

６）
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上代の土蜘蛛

（
別
）
溝
口
睦
子
三
風
土
記
」
の
女
性
首
長
伝
承
」
（
一
家
・
社
会
・
女

性
古
代
か
ら
中
世
へ
」
吉
川
弘
文
館
、
平
９
．
９
）
は
、
土
蜘
蛛

と
は
一
部
の
遅
れ
た
人
々
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
四
世
紀
頃
の

（
囚
）
飯
泉
健
司
「
播
磨
国
風
土
記
」
含
風
土
記
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

へ へ へ

１８１７１６
… ー …

（
妬
）
注
（
６
）
の
坂
本
勝
は
、
速
来
津
姫
の
伝
承
は
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
残

存
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
永
藤
靖
二
肥

前
国
風
土
記
』
と
『
豊
後
国
風
土
記
』
の
女
性
首
長
」
含
風
土
記
の

世
界
と
日
本
の
古
代
』
大
和
書
房
、
平
３
．
４
）
は
、
九
州
地
方
の

女
性
の
土
蜘
蛛
の
首
長
に
ヒ
メ
ヒ
コ
制
を
示
す
例
が
あ
る
こ
と
を
指

（
過
）
吉
田
修
作
、
注
（
２
）
。

（
ｕ
）
溝
口
睦
子
「
記
紀
に
見
え
る
女
性
像
ｌ
巫
女
・
女
酋
・
冶
工
・
戦

士
ｌ
」
含
家
族
と
女
性
の
歴
史
古
代
・
中
世
」
吉
川
弘
文
館
、
平
元
．

８
）
。
三
浦
佑
之
「
母
系
残
照
ｌ
記
紀
の
婚
姻
系
譜
を
読
む
ｌ
」
二
古

代
文
学
』
師
、
平
岨
・
３
、
後
に
『
神
話
と
歴
史
叙
述
」
若
草
書
房
）
。

や
ま
し
ろ
の
え
な
つ
ひ

～
ト
ベ
と
い
う
語
尾
を
持
つ
女
性
の
例
と
し
て
、
山
代
之
荏
名
津
比

め

か
り
は
た
と
く

売
と
い
う
別
名
を
持
つ
開
化
記
の
苅
幡
戸
弁
と
、
天
皇
妃
と
な
っ
た

か
に
は
た
と
く

垂
仁
紀
三
十
四
年
三
月
二
日
条
の
綺
戸
辺
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

（
ｕ
）
山
田
直
巳
「
異
形
の
譜
」
亀
異
形
の
古
代
文
学
ｌ
記
紀
・
風
土
記

表
現
論
ｌ
』
新
典
社
、
平
４
・
皿
）
は
、
居
勢
祝
と
猪
祝
を
祭
祀
権

世
界
思
想
社
、
平
Ｂ
・
８
）

摘
し
て
い
る
。

を
持
つ
小
部
族
の
長
と
す
る
。

5４

１
…

る。『
日
本
史
大
辞
典
」
（
小
学
館
）
の
関
口
裕
子
の
解
説
。

柳
田
国
男
「
妹
の
力
」
亀
柳
田
国
男
全
集
」
第
十
一
巻
、
筑
摩
書
房
）

倉
塚
曄
子
「
兄
と
妹
の
物
語
」
（
『
巫
女
の
文
化
』
平
凡
社
、
昭

※
本
稿
は
古
代
文
学
会
例
会
（
平
成
町
年
４
月
）
に
お
け
る
発
表
を
基

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
本
稿
を
構
成
す
る
上
で
参
考
と
な
る

ご
意
見
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

一
般
的
な
地
方
首
長
た
ち
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て

いる。
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